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(57)【要約】
　システムは、音響プローブと、音響プローブに接続さ
れる音響撮像機とを含む。音響プローブは、第１の主面
及び第２の主面を有する基板と、第１の主面から第２の
主面まで基板を通過する開口部を備える少なくとも１つ
のデバイス挿入ポートと、基板によって支持され、少な
くとも１つのデバイス挿入ポートの周りに配置される音
響変換器素子のアレイとを有する。音響撮像機は、音響
変換器素子のアレイが音響プローブ信号を関心領域へ送
信させるために選択された音響変換器素子に送信信号を
提供し、デバイス挿入ポートを通過して関心領域内へと
入る介入デバイスの遠位端に設けられた音響受信器６１
０からの送信信号のフィードバック信号を記録すること
によって、超音波プローブの活性音響アパーチャのサイ
ズ及び／又は位置を体系的に変化させるように構成され
る。関心領域内の特定の場所にある介入デバイスに関し
て最適音響性能を有する活性音響アパーチャは、このよ
うにして見つけられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音響プローブと前記音響プローブに接続される音響撮像機とを備える、関心領域の画像
を提供するための超音波システムであって、前記音響プローブは、
　　第１の主面及び第２の主面を有する基板であって、前記第１の主面から前記第２の主
面まで前記基板を通過する開口部を備える少なくとも１つのデバイス挿入ポートをさらに
有し、前記開口部が介入デバイスの挿入に好適である、基板と、
　　前記基板によって支持され、前記基板の活性領域を画定する音響変換器素子のアレイ
であって、前記アレイが前記少なくとも１つのデバイス挿入ポートの周りに配置される、
音響変換器素子のアレイとを有し、
　前記音響撮像機は、
　前記音響変換器素子の選択を体系的に変化させ、また、各選択について、
　　選択の音響変換器素子が音響プローブ信号を関心領域へ送信させるために前記選択の
音響変換器素子に送信信号を提供し、
　　前記デバイス挿入ポートを通過して前記関心領域内へと入る前記介入デバイスの遠位
端に設けられた音響受信器からの前記送信信号のフィードバック信号を記録し、　前記音
響撮像機がさらに、
　前記音響変換器素子の好ましい選択を特定するために、記録された前記フィードバック
信号を評価し、
　好ましい選択の音響変換器素子がさらなる音響プローブ信号を前記関心領域へ送信させ
るために前記好ましい選択の音響変換器素子にさらなる信号を送信し、
　前記さらなる音響プローブ信号に応答して前記関心領域からの前記音響プローブによっ
て受信される音響エコーから前記関心領域の音響画像を生成する、超音波システム。
【請求項２】
　前記音響撮像機が、前記選択の各々について前記音響受信器上への前記送信信号の焦点
の質を評定するためのメトリックを使用して、前記音響変換器素子の前記好ましい選択を
特定するために、記録された前記フィードバック信号を評価する、請求項１に記載の超音
波システム。
【請求項３】
　各選択が、前記音響プローブの活性アパーチャを画定し、前記音響撮像機が、前記活性
アパーチャの場所及び前記活性アパーチャのサイズのうちの少なくとも一方の体系的変化
によって前記音響変換器素子の前記選択を体系的に変化させる、請求項１に記載の超音波
システム。
【請求項４】
　前記音響撮像機が、
　規定のサイズを有する前記活性アパーチャの場所を体系的に変化させること、及び
　前記音響アパーチャの規定のサイズ範囲に基づいて、前記規定のサイズ範囲内の各サイ
ズが使用されるまで、前記活性アパーチャのサイズを再規定すること
　を繰り返し行うことによって、前記音響変換器素子の前記選択を体系的に変化させる、
請求項３に記載の超音波システム。
【請求項５】
　前記音響撮像機がさらに、前記音響変換器素子の前記選択の前記体系的変化の間、前記
音響変換器素子の各選択についてビームステアリング角を体系的に変化させる、請求項１
又は２に記載の超音波システム。
【請求項６】
　前記音響撮像機がさらに、前記音響受信器からの前記フィードバック信号を使用して、
前記音響プローブによって受信される前記音響エコーに対して前記音響受信器の場所をレ
ジストレーションする、請求項１に記載の超音波システム。
【請求項７】
　前記音響撮像機がさらに、前記音響受信器のレジストレーションされた前記場所に基づ
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いて前記音響画像内の収差アーチファクトを軽減するように配置されるプロセッサを備え
る、請求項６に記載の超音波システム。
【請求項８】
　前記基板が、凹状ディスクの形状を有し、前記音響変換器素子の前記アレイによって画
定される前記基板の前記活性領域が、少なくとも１２ｃｍの直径を有する、請求項１に記
載の超音波システム。
【請求項９】
　対象者の皮膚に適用される基板であって、前記基板が、第１の主面及び第２の主面を有
し、前記第１の主面から前記第２の主面まで前記基板を通過する開口部を備える少なくと
も１つのデバイス挿入ポートをさらに有する、基板と、前記基板によって支持され、前記
少なくとも１つのデバイス挿入ポートの周りに配置される音響変換器素子のアレイと、を
備える音響プローブを提供するステップと、
　前記音響変換器素子の選択を体系的に変化させ、また、各選択について、
　　選択の音響変換器素子が音響プローブ信号を関心領域へ送信させるために前記選択の
音響変換器素子に送信信号を提供し、
　　前記デバイス挿入ポートを通過して前記関心領域内へと入る介入デバイスの遠位端に
設けられた音響受信器からの前記送信信号のフィードバック信号を記録する、ステップと
、
　前記音響変換器素子の好ましい選択を特定するために、記録された前記フィードバック
信号を評価するステップと、
　好ましい選択の音響変換器素子がさらなる音響プローブ信号を前記関心領域へ送信させ
るために前記好ましい選択の音響変換器素子にさらなる信号を送信するステップと、
　前記さらなる音響プローブ信号に応答して前記関心領域からの前記音響プローブによっ
て受信される音響エコーから前記関心領域の音響画像を生成するステップと
　を有する、関心領域の画像を提供するための方法。
【請求項１０】
　前記音響変換器素子の前記好ましい選択を特定するために、前記記録されたフィードバ
ック信号を評価するステップが、前記選択の各々について前記音響受信器上への前記送信
信号の焦点の質を評定するためのメトリックを使用することを含む、請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　各選択が、前記音響プローブの活性アパーチャを画定し、前記音響変換器素子の選択を
体系的に変化させるステップが、前記活性アパーチャの場所及び前記活性アパーチャのサ
イズのうちの少なくとも一方を体系的に変化させることを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記音響変換器素子の選択を体系的に変化させるステップが、
　　規定のサイズを有する前記活性アパーチャの場所を体系的に変化させること、及び前
記音響アパーチャの規定のサイズ範囲に基づいて、前記規定のサイズ範囲内の各サイズが
使用されるまで、前記活性アパーチャのサイズを再規定することを繰り返し行うことを含
む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記音響変換器素子の前記選択の前記体系的変化の間、前記音響変換器素子の各選択に
ついてビームステアリング角を体系的に変化させるステップをさらに有する、請求項９に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記音響受信器からの前記フィードバック信号を使用して、前記音響プローブによって
受信される前記音響エコーに対して前記音響受信器の場所をレジストレーションするステ
ップと、
　前記音響エコーに対する前記音響受信器の前記場所の前記レジストレーションを使用し
て、前記音響画像内の収差アーチファクトを軽減するステップとをさらに有する、請求項
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９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記関心領域内の前記介入デバイスの位置の変化に応答して前記音響変換器素子の好ま
しい選択を特定するために、前記音響変換器素子の前記選択の前記体系的変化と、記録さ
れた前記フィードバック信号の前記評価とを繰り返すステップをさらに有する、請求項９
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音響（例えば、超音波）撮像、並びに特に、介入手技と併せた音響撮像のた
めのシステム及び方法に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　音響（例えば、超音波）撮像システムは、様々な用途及び状況においてますます用いら
れるようになっている。例えば、超音波撮像は、低侵襲手術の状況においてますます用い
られるようになっている。この状況は、絨毛採取（Ｃｈｏｒｉｏｎｉｃ　Ｖｉｌｌｕｓ　
Ｓａｍｐｌｉｎｇ：ＣＶＳ）、針を使用する生検、及び局所麻酔のための神経ブロックな
どの針を使用する手技を含む。今日、典型的には、低侵襲介入手技に使用される撮像プロ
ーブは、画像診断に使用されるプローブの撮像アレイ構成と同一の撮像アレイ構成を有す
る。
【０００３】
　既存の音響プローブ及び撮像システムを使用してこれらの手技に用いられる１つ又は複
数の介入デバイス（例えば、手術器具）を可視化することは、多くの場合は困難であり、
十分な画像品質を維持するために手技中に音響プローブの手動による再位置付けをしばし
ば必要とする。かなりの割合のＣＶＳ手技が、医師によって難しいと述べられており、さ
らに多くの割合が、２回以上の挿入を伴ったと報告されている。
【０００４】
　これらの問題を解決するために、エコーを発生する針など、視認性が高められた特別な
介入デバイスが首尾よく市場に出ており、わずかな追加費用で限られた改善をもたらして
いる。針の視覚化は、近年、磁気追跡又は光学基準付きステレオカメラに基づいて、針追
跡技術の形態でさらなる進歩を遂げている。これらの可視化技術は、他の介入デバイスに
も応用され得る。
【０００５】
　これらの改善があるとしても、既存の音響撮像プローブ及びシステムに対するある一定
の制限が理由で、特定の臨床アプリケーション（例えば、深神経ブロック）は依然として
、大部分が、又は完全に、手の届かないところにある。多くの場合において、特に皮膚表
面下の奥深くで実施される手技の場合、介入部位における解剖学的特徴を十分に解像する
ことができない。例えば、音響撮像ガイダンスは、浅い神経ブロック（例えば、最大３ｃ
ｍの深さ）内で使用され、そのような手技において神経を可視化することができる。音響
撮像は、深神経にも用いられるが、既存のシステムがこれらの神経を可視化することがで
きないことから、医師は、ガイダンスとして解剖学的ランドマークを使用するため、深い
ブロックをさらに実施困難にする。デバイス表面のスペクトル反射が原因で器具可視化も
不十分になり得る。さらには、超音波ガイドされた介入手技の間、撮像プローブの位置を
操作しなければならないことは望まれていない。
【０００６】
　明らかに、介入超音波の既存のアプリケーションがすでに多く存在し、さらなるアプリ
ケーションが、デバイス及び生体構造の可視化並びに動作特性における改善により実現さ
れ得る。そのようなアプリケーションは、癌焼灼手技、ＣＶＳ、胎児手術／介入（例えば
、双胎間輸血症候群（ＴＴＴＳ）において血流パターンを変えること）、肝生検、及び深
神経ブロック手技を含む。
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【０００７】
　音響撮像システム及び方法の望ましい属性としては、超音波画像における器具の正確な
可視化、介入の場所において高められた撮像解像度、及び音響プローブのハンズフリー動
作が挙げられる。
【０００８】
　したがって、介入手技中に高められた音響撮像能力を提供することができる超音波シス
テム、音響プローブ、及び方法を提供することが望ましい。介入デバイスをデバイス挿入
ポートより挿入して、超音波プローブを使用して撮像することができるように、超音波プ
ローブ内へのデバイス挿入ポートを含むことが知られている。例えば、これは、米国特許
出願公開第２０１４／０１４８７０１（Ａ１）号に開示されている。さらに、ＷＯ２０１
１／１３８６９８Ａ１は、カテーテルなどの介入ツールが、超音波プローブを用いたツー
ルの位置の決定を助けるために、超音波受信器を有することを教示する。
【０００９】
　そのような超音波撮像システムを用いた解剖学的特徴可視化を改善するために、大面積
超音波プローブ、例えば、少なくとも１０ｃｍの直径を有する活性領域を有するプローブ
が考案されており、結果として、これらのプローブは、特に大きい活性コヒーレントアパ
ーチャサイズを有する。そのようなプローブは、関心の大きな解剖学的領域の撮像を促進
するために身体表面に適合可能である。しかしながら、そのようなアプリケーションにお
いて、大サイズの活性領域は、取り込まれた超音波画像内に収差及び屈折アーチファクト
を引き起こす場合が多い。故に、改善された品質の超音波画像を作り出すことができるそ
のような大面積プローブを含むシステムが必要とされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、大面積超音波プローブが使用されるときにさえ十分な品質の音響画像を作り
出すことができるシステムを提供することを目的とする。
【００１１】
　本発明はさらに、そのような音響画像を作り出すための方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の１つの態様において、システムは、音響プローブと、音響プローブに接続され
る音響撮像機とを備え、音響プローブは、第１の主面及び第２の主面を有する基板であっ
て、第１の主面から第２の主面まで基板を通過する開口部を備える少なくとも１つのデバ
イス挿入ポートをさらに有する基板と、基板によって支持され、少なくとも１つのデバイ
ス挿入ポートの周りに配置される音響変換器素子のアレイとを有し、音響撮像機は、音響
変換器素子の選択を体系的に変化させ、また、各選択について、選択の音響変換器素子が
音響プローブ信号を関心領域へ送信させるために、選択の音響変換器素子に送信信号を提
供し、デバイス挿入ポートを通過して関心領域内へと入る介入デバイスの遠位端に設けら
れた音響受信器からの送信信号のフィードバック信号を記録するように構成され、音響撮
像機がさらに、音響変換器素子の好ましい選択を特定するために、記録されたフィードバ
ック信号を評価し、好ましい選択の音響変換器素子がさらなる音響プローブ信号を関心領
域へ送信させるために好ましい選択の音響変換器素子にさらなる信号を送信し、前記さら
なる音響プローブ信号に応答して関心領域からの音響プローブによって受信される音響エ
コーから関心領域の音響画像を生成するように構成される。
【００１３】
　本発明によると、音響撮像機は、超音波プローブの活性アパーチャの最適サイズ及び／
又は位置、即ち、介入デバイスの助けを借りて音響画像の生成に従事する音響変換器素子
の数及び／又は位置を動的に決定するように構成されるため、結果として、音響撮像機は
、最適化された画像品質を有する、介入デバイスを含む関心領域の音響画像を生成する。



(6) JP 2019-500144 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

【００１４】
　音響撮像機は、前記選択の各々について音響受信器上への送信信号の焦点の質を評定す
るためのメトリックを使用して、音響変換器素子の好ましい選択を特定するために、記録
されたフィードバック信号を評価するように構成される。使用されるメトリックは、臨床
アプリケーションに従属する。例えば、メトリックは、小さい低エコー特徴物が重要であ
る場合にサイドローブエネルギーを最小限にするためのものにするか、又は、小さい高エ
コー特徴物が解像を必要とする場合に主ローブの規定を最大限にするためのものにする。
【００１５】
　各選択は、音響プローブの活性アパーチャを画定し、音響撮像機が、超音波プローブの
その目標とするアプリケーションにおける最適な活性アパーチャを得るために、活性アパ
ーチャの場所及び活性アパーチャのサイズのうちの少なくとも一方の体系的変化によって
音響変換器素子の選択を体系的に変化させるように構成される。
【００１６】
　好ましい実施形態において、音響撮像機は、規定のサイズを有する活性アパーチャの場
所を体系的に変化させること、及び、この最適な活性アパーチャを得るために、音響アパ
ーチャの規定のサイズ範囲に基づいて、前記規定のサイズ範囲内の各サイズが使用される
まで、活性アパーチャのサイズを再規定することを繰り返し行うことによって、音響変換
器素子の選択を体系的に変化させるように構成される。
【００１７】
　音響撮像機はさらに、音響変換器素子の選択の体系的変化の間、音響変換器素子の各選
択についてビームステアリング角を体系的に変化させるように構成される。この実施形態
では、電子ビームステアリングは、選択プロセスの最中に活性アパーチャの場所を変化さ
せることに取って代わり、それがこのプロセスの持続時間を減少させる。
【００１８】
　これらの実施形態のいくつかのバージョンにおいて、音響撮像機はさらに、音響受信器
からのフィードバック信号を使用して、音響プローブによって受信される音響エコーに対
して音響受信器の場所をレジストレーションするように、及びこのレジストレーションを
使用して、音響画像内の収差アーチファクトを軽減するように構成される。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、基板は、凹状ディスクの形状を有し、音響変換器素子の
アレイによって画定される基板の活性領域は、少なくともおよそ１２ｃｍの直径を有する
。
【００２０】
　これらの実施形態のいくつかのバージョンにおいて、本システムは、所与の時間に少な
くとも１０ｃｍの活性音響アパーチャを提供するように構成される。
【００２１】
　これらの実施形態のいくつかのバージョンにおいて、音響プローブ信号の中心周波数は
、約３．５ＭＨｚであり、音響変換器素子のうちの少なくともいくつかは、およそ０．４
４ｍｍのサイズを有する。
【００２２】
　本発明の別の態様において、方法は、対象者の皮膚に適用される基板であって、基板が
、第１の主面及び第２の主面を有し、第１の主面から第２の主面まで基板を通過する開口
部を備える少なくとも１つのデバイス挿入ポートをさらに有する、基板と、基板によって
支持され、少なくとも１つのデバイス挿入ポートの周りに配置される音響変換器素子のア
レイとを備える音響プローブを提供するステップと、音響変換器素子の選択を体系的に変
化させ、また、各選択について、選択の音響変換器素子が音響プローブ信号を関心領域へ
送信させるために選択の音響変換器素子に送信信号を提供し、デバイス挿入ポートを通過
して関心領域内へと入る介入デバイスの遠位端に設けられた音響受信器からの送信信号の
フィードバック信号を記録するステップと、音響変換器素子の好ましい選択を特定するた
めに、記録されたフィードバック信号を評価するステップと、好ましい選択の音響変換器
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素子がさらなる音響プローブ信号を関心領域へ送信させるために好ましい選択の音響変換
器素子がさらなる信号を送信するステップと、前記さらなる音響プローブ信号に応答して
関心領域からの音響プローブによって受信される音響エコーから関心領域の音響画像を生
成するステップとを有する。
【００２３】
　この方法を用いて、介入デバイスに対する超音波プローブの活性アパーチャのサイズ及
び／又は位置は、音響プローブを用いて介入手技の音響撮像をサポートするための画像品
質に関して最適化される。完全を期すために、関心領域内への介入デバイスの挿入は、特
許請求される発明の部分を形成しないということに留意されたい、これは、介入デバイス
が挿入された後に典型的に起こる。
【００２４】
　実施形態において、音響変換器素子の好ましい選択を特定するために、記録されたフィ
ードバック信号を評価するステップは、前記選択の各々について音響受信器上への送信信
号の焦点の質を評定するためのメトリックを使用することを含む。これは、音響変換器素
子のそのような選択により生成されることになる音響画像の画像品質を決定するのに信頼
できるメトリックであることが分かっている。
【００２５】
　先に説明されるように、各選択は、音響プローブの活性アパーチャを画定し、音響変換
器素子の選択を体系的に変化させるステップは、音響変換器素子の好ましい選択を決定し
て音響プローブの活性アパーチャを画定するために、活性アパーチャの場所及び活性アパ
ーチャのサイズのうちの少なくとも一方を体系的に変化させることを含む。これは好まし
くは、規定のサイズを有する活性アパーチャの場所を体系的に変化させること、及び、音
響アパーチャの規定のサイズ範囲に基づいて、前記規定のサイズ範囲内の各サイズが使用
されるまで、活性アパーチャのサイズを再規定することを繰り返し行うことを含む。
【００２６】
　実施形態において、本方法は、音響変換器素子の選択の体系的変化の間、音響変換器素
子の各選択についてビームステアリング角を変化させるステップをさらに有する。これは
、少なくとも特定の条件下では、活性アパーチャを再配置する必要性を取り除き、それに
より活性アパーチャ決定プロセスに必要とされる時間を減少させる。
【００２７】
　本方法は、音響受信器からのフィードバック信号を使用して、音響プローブによって受
信される音響エコーに対して音響受信器の場所をレジストレーションするステップと、超
音波プローブにより得られる音響画像の画像品質をさらに改善するために、音響エコーに
対する音響受信器の場所のレジストレーションを使用して、音響画像内の収差アーチファ
クトを軽減するステップとをさらに有する。
【００２８】
　さらに、本方法は、関心領域内の介入デバイスの位置の変化に応答して音響変換器素子
の好ましい選択を特定するために、音響変換器素子の選択の体系的変化、及び記録された
フィードバック信号の評価を繰り返すステップをさらに有する。最適な活性アパーチャが
関心領域内の介入デバイスの位置の関数として変化することから、これにより、活性アパ
ーチャがこの位置における変化の際に最適化されたままであることを確実にする。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、音響プローブ信号の中心周波数は、約３．５ＭＨｚであ
り、関心領域は、皮膚の下約８ｃｍの領域を含む。
【００３０】
　これらの実施形態のいくつかのバージョンにおいて、本方法は、音響プローブと関連付
けられたユーザインターフェースを介したユーザ入力に応答して、音響プローブが、介入
デバイスがデバイス挿入ポート内を自由に移動することを選択的に可能にするステップ、
及びデバイス挿入ポート内で介入デバイスを係止するステップをさらに有する。
【図面の簡単な説明】
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【００３１】
【図１】音響撮像機及び音響プローブを備えるシステムの一例を示す図である。
【図２Ａ】音響プローブの一実施形態例を例証する図である。
【図２Ｂ】音響プローブの一実施形態例を例証する図である。
【図３】音響プローブと音響プローブ内のデバイス挿入ポートを通過する介入デバイスと
の実施形態例を例証する図である。
【図４】音響プローブの別の実施形態例を例証する図である。
【図５】音響プローブのさらに別の実施形態例を例証する図である。
【図６】その遠位端に音響受信器が設けられている介入デバイスの一実施形態例を例証す
る図である。
【図７】音響撮像の方法の一実施形態例のフローチャートを例証する図である。
【図８】音響プローブのデバイス挿入ポートのための器具ガイドの実施形態例を例証する
図である。
【図９】デバイス挿入ポートを有する音響プローブ、及びデバイス挿入ポート内に設けら
れる器具ガイドの配置例を例証する図である。
【図１０】介入デバイス先端を所望の場所に位置付けるために、音響プローブのデバイス
挿入ポート内に設けられる器具ガイドを配向する動作例を例証する図である。
【図１１】デバイス挿入ポートを有する音響プローブ、及びデバイス挿入ポート内に設け
られる器具ガイドのさらに別の実施形態例を例証する図である。
【図１２】介入デバイス先端を所望の場所に位置付けるために、音響プローブのデバイス
挿入ポート内に設けられる器具ガイドを配向しながらユーザフィードバックを提供するプ
ロセスを例証する図である。
【図１３】実施形態例に従う活性アパーチャ最適化方法のフローチャートである。
【図１４】音響プローブに採用されるような活性アパーチャの最適化方法の段階例を概略
的に描写する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　これより本発明は、本発明の好ましい実施形態が示される添付の図面を参照して以後よ
り詳細に説明される。しかしながら、本発明は、異なる形態で具現化されてもよく、本明
細書に明記される実施形態に限定されるものと解釈されるべきではない。むしろ、これら
の実施形態は、本発明の例を教示するものとして提供される。本明細書において、ある値
に対して「およそ」又は「約」が記載されるとき、それは、その値の１０％以内であるこ
とを意味する。
【００３３】
　図１は、音響撮像機１１０及び音響プローブ１２０を含む音響撮像システム１００の一
例を示す。音響撮像機１１０は、プロセッサ（及び関連メモリ）１１２、ユーザインター
フェース１１４、ディスプレイ１１６、及び任意選択的に受信器インターフェース１１８
を含む。
【００３４】
　様々な実施形態において、プロセッサ１１２は、マイクロプロセッサ（及び関連メモリ
）、デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラ
マブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタル回路、及び／又はアナログ回路の様々な組合
せを含む。プロセッサ１１２と関連付けられたメモリ（例えば、不揮発性メモリ）は、そ
の中にコンピュータ可読命令を記憶し、このコンピュータ可読命令が、プロセッサ１１２
のマイクロプロセッサにシステム１００を制御するためのアルゴリズムを実行させて、以
下により詳細に説明される１つ又は複数の動作又は方法を実施する。いくつかの実施形態
において、マイクロプロセッサが、オペレーティングシステムを実行する。いくつかの実
施形態において、マイクロプロセッサは、ユーザインターフェース１１４及びディスプレ
イ１１６を介してシステム１００のユーザにグラフィックユーザインターフェース（ＧＹ
Ｉ）を提示する命令を実行する。
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【００３５】
　様々な実施形態において、ユーザインターフェース１１４は、キーボード、キーパッド
、マウス、トラックボール、スタイラス／タッチペン、ジョイスティック、マイク、スピ
ーカ、タッチスクリーン、１つ又は複数のスイッチ、１つ又は複数のノブ、１つ又は複数
の光などの任意の組合せを含む。いくつかの実施形態において、プロセッサ１１２のマイ
クロプロセッサは、ユーザインターフェース１１４のマイクを介してユーザの命令の音声
認識を提供するソフトウェアアルゴリズムを実行する。
【００３６】
　ディスプレイデバイス１１６は、任意の利便性の高い技術のディスプレイ画面（例えば
、液晶ディスプレイ）を備える。いくつかの実施形態において、ディスプレイ画面は、ユ
ーザインターフェース１１４の部分も形成するタッチスクリーンデバイスである。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、音響撮像機１１０は、特に図４に関して以下により詳細
に説明されるように、外部音響受信器、例えば、介入デバイスの遠位端（先端）のところ
又はその近くに設けられる音響受信器から、１つ又は複数の電気信号を受信するように構
成される受信器インターフェース１１８を含む。
【００３８】
　当然ながら、音響撮像機１１０は、例えば、交流主電源から電力を受け取るための電力
システム、プロセッサ１１２と音響プローブ１２０との間の通信のための入力／出力ポー
ト、他の外部デバイス及びシステムとの（例えば、ワイヤレスのイーサネット（登録商標
）及び／又はインターネット接続を介した）通信のための通信サブシステムなど、図１に
は示されないいくつかの他の要素を含んでもよいということが理解される。
【００３９】
　図２Ａ及び図２Ｂは、音響プローブ２００の一実施形態例を例証する。音響プローブ２
００は、システム１００内の音響プローブ１２０の一実施形態である。
【００４０】
　音響プローブ２００は、第１の主面２１２及び第２の主面２１４を有する基板２１０で
あって、第１の主面２１２から第２の主面２１４まで基板２１０を通過する開口部を備え
るデバイス挿入ポート２３０をさらに有する基板２１０を含む。音響プローブ２００はま
た、基板２１０によって支持され、デバイス挿入ポート２３０の周りに配置される音響変
換器素子２２２のアレイを含む。
【００４１】
　音響プローブ２００は、任意選択的に、音響プローブ２００を対象者に取り付けるため
に対象者の背中に回すことができる弾性ストラップを（例えば、ベルクロ（登録商標）に
より）取り付けるために使用される一対のフック又は留め具２４０を含む。
【００４２】
　音響プローブ２００には、音響プローブ２００の位置をさらに安定させるのを助けるた
めに、対象者の超音波撮像試験の最中、対象者の皮膚にテープで貼り付けることができる
側面装備の平坦なプローブケーブル２０５が関連付けられる。プローブケーブル２０５の
他方の端は、音響プローブ１２０と音響撮像システムとの間で電気信号を通信するための
音響撮像機（例えば、図１の音響撮像機１１０）に取り付けられる。
【００４３】
　有益には、音響プローブ２００、並びに特に、第１の主面２１２及び第２の主面２１４
を含む基板２１０は、対象者の腹部生体構造にフィットするように凹曲されるディスクの
形状因子又は形状を有する。音響プローブ２００は、対象者の腹部生体構造によりぴった
りフィットするためにある程度は可撓性である。
【００４４】
　デバイス挿入ポート２３０は、そこを通って第１の主面２１２から第２の主面２１４ま
で通過し、次いで処置部位において対象者の身体内へと入る介入デバイス（例えば、手術
器具）を収容するように構成される。
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【００４５】
　図３は、音響プローブ２００及び音響プローブ２００のデバイス挿入ポート２３０を通
過する介入デバイス３１０の配置３００の実施形態例を例証する。いくつかの実施形態に
おいて、デバイス挿入ポート２３０は、１ｃｍの直径を有する介入デバイス３１０がデバ
イス挿入ポート２３０を通過することができるようなサイズを有する。
【００４６】
　音響プローブ２００は単一のデバイス挿入ポート２３０を含むが、他の実施形態におい
て、音響プローブは、２つ以上のデバイス挿入ポート２３０を含んでもよい。また、音響
プローブ２００において、デバイス挿入ポート２３０は、略円形形状を有し、基板２１０
の中央に設けられるが、他の実施形態において、デバイス挿入ポートは、異なる形状を有
してもよく、及び／又は、基板上の異なる場所に位置してもよい。
【００４７】
　例えば、図４は、音響プローブ２００が対象者に固定されると単一の固定された皮膚入
り口点のみを提供する基板２１０の中央にある小さい孔の代わりに、細長の放射状スリッ
ト又はスロットの形状を有するデバイス挿入ポート４３０を含む音響プローブ４００の別
の実施形態例を例証する。細長の放射状スロット４３０は、音響プローブ４００を再位置
付けする必要性なしに介入デバイスを対象者の組織内に挿入するための好適な皮膚挿入点
及び軌道を見つけるためにさらなる柔軟性を提供する。図５は、細長のスリット又はスロ
ットの形状を有するデバイス挿入ポート５３０を有する音響プローブ５００のさらに別の
実施形態例を例証する。他の実施形態において、音響プローブは、基板２１０の中央から
放射状に延在する複数の細長のスリット又はスロットを含む。他の実施形態において、音
響プローブは、介入デバイスが所望の挿入場所に到達するように挿入ポート内で２つの（
例えば、直交する）方向に移動されることを可能にする「ｘ状の」スロット又はスリット
の形状を有する１つ又は複数のデバイス挿入ポートを含む。
【００４８】
　音響プローブ２００（並びに音響プローブ４００及び５００）は、介入デバイスの挿入
場所を囲む撮像アパーチャを有する大きい変換器アレイを備える。例えば、いくつかのバ
ージョンにおいて、音響変換器素子２２２のアレイによって画定される基板２１０の活性
領域は、少なくともおよそ１２ｃｍの直径を有する。有益には、基板２１０は、およそ１
ｃｍの厚さを有する。有益には、基板２１０は、剛性又は半剛性である。当然ながら、例
えば臨床アプリケーション領域に応じて、他の寸法が同等に実現可能であるということが
理解される。
【００４９】
　音響プローブ２００のいくつかのバージョンは、およそ８ｃｍの深さで腹部介入のため
に用いられる。このカテゴリに入る介入としては、絨毛採取、及び双胎間輸血症候群（Ｔ
ＴＴＳ）において血流パターンを変えることなどの胎児介入が挙げられる。音響プローブ
２００のいくつかのバージョンは、８ｃｍの深さで神経線維を解像するために音響撮像機
（例えば、音響撮像機１１０）とともに使用される。
【００５０】
　任意選択的に、８ｃｍの深さにおいて十分な信号を得るために、システム１００の超音
波中心周波数は、十分に低く、例えばおよそ３．５ＭＨｚ以下に選択される。有益には、
関心領域が８ｃｍの深さに近く、且つ音響変換器素子２２２のアレイの中心軸の比較的近
くに位置することが分かっている場合、わずかなステアリング角のみが必要とされる。こ
の場合、音響変換器素子２２２のサイズは比較的大きく、音響プローブ２００は、線形ア
レイと同様の様式で動作される。
【００５１】
　有益には、音響変換器素子２２２は、約１波長のサイズ、例えば、音響プローブが約３
．５ＭＨｚで動作するように音響撮像機によって制御されるときには約０．４４ｍｍを有
する。その場合、いくつかのバージョンにおいて、音響プローブ２００は、デバイス挿入
ポート２３０を囲んで基板２１０に存在する約６００００の音響変換器素子を有する。
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【００５２】
　音響プローブ２００が追跡を可能にするシステム（例えば、システム１００）とともに
使用される場合、音響撮像機１１０は、介入デバイス先端の位置を知っており、この先端
の周りの小さい関心領域を撮像することのみを必要とする。いくつかの実施形態において
、追跡は、関心領域において音響プローブ２００のデバイス挿入ポート２３０を通過する
介入デバイス３００の遠位端のところ又はその近くに受動的な音響受信器を提供すること
によって行われ得る。
【００５３】
　図６は、その遠位端に音響受信器（例えば、受動的な音響受信器）６１０が設けられて
いる介入デバイス６００の一実施形態例を例証する。介入デバイス６００は、介入デバイ
ス３００の一実施形態であり、したがって、音響プローブ２００のデバイス挿入ポート２
３０を通過するように構成される。介入デバイス６００については１つのみの音響受信器
６１０が示されているが、介入デバイスの他の実施形態は、２つ以上の音響受信器６１０
を含んでもよい。
【００５４】
　介入手技において用いられる介入デバイスのリアルタイムのガイダンスでは、いくつか
の場合において、それは、介入デバイス６００の先端において２×２ｃｍのＸ平面を含む
関心領域のみを撮像するのに十分である。これは、少なくともおよそ１０ｃｍの活性音響
アパーチャを任意の所与の時間に作成し、それを経時的に横方向及び高さ方向に２ｃｍ範
囲にわたってスライドすることによって達成される。アレイの活性アパーチャは、変換器
の面積によって画定され、変換器は、送信イベントのための所与の瞬間に同時に作動され
る。
【００５５】
　しかしながら、詳細に上述されたように、そのような大きい活性アパーチャは、一般に
、収差アーチファクトの影響を受けやすい。有益には、いくつかの実施形態において、そ
のようなアーチファクトは、受信器インターフェース１１８によって介入デバイス６００
上の１つ又は複数の受動的音響受信器６１０から受信されるフィードバックを使用して、
音響撮像機１１０のプロセッサ１１２によって軽減される。
【００５６】
　適切な収差補正により、これは、撮像解像度を犠牲にすることなく従来の音響プローブ
の約２倍の深さでの撮像を可能にする。一般に、多量の利用可能な信号を損失することな
く２倍の深さで撮像するには、音響プローブ信号の中心周波数を２倍低減することが必要
である。その一方で、同じ撮像周波数を維持しながら解像度を犠牲にすることなく２倍の
深さで撮像するには、同じＦ数を維持することが必要であり、活性アパーチャが２倍の波
長にわたらなければならないことを意味する。これら２つの効果を組み合わせると、活性
アパーチャの寸法は、２倍の深さで同じ撮像解像度を維持するためには２×２＝４倍大き
くなければならない。したがって、８ｃｍの深さでの１０ｃｍ活性アパーチャを有する音
響変換器素子２２２のアレイの解像度は、４ｃｍの深さで７ＭＨｚの周波数での２．５ｃ
ｍ音響アパーチャを有する従来のアレイでの撮像に匹敵する。さらに、より大量の音響変
換器素子２２２からの信号をコヒーレントに合計することによって、信号対ノイズ比（Ｓ
ＮＲ）を増加させることができる。
【００５７】
　図７は、音響撮像の方法７００の一実施形態例のフローチャートを例証する。具体的な
説明を提供するため、図１のシステム１００及び音響プローブ２００に関して言及する。
しかしながら、一般に、本方法は、システム１００と異なる構成及び音響プローブ２００
と異なる構成（例えば、音響プローブ４００及び５００）を有するシステムによって実施
されてもよいということを理解されたい。
【００５８】
　動作７１０は、対象者の皮膚に適用されるように構成される基板２１０を備える音響プ
ローブ２００を提供することを含み、ここで、基板は、少なくともおよそ１２ｃｍの直径
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及び音響プローブ２００が適用される皮膚の形状に適合する凹状ディスクの形状を有する
第１の主面２１２及び第２の主面２１４を有する。ここでは、音響プローブ２００は、第
１の主面２１２から第２の主面２１４まで基板２１０を通過する開口部を備える少なくと
も１つのデバイス挿入ポート２３０と、基板２１０によって支持され、デバイス挿入ポー
ト２３０の周りに配置される音響変換器素子２２２のアレイとをさらに有する。音響プロ
ーブ２００は、介入手技が実施されることが望まれる領域において対象者の皮膚に適用さ
れ、留め具２４０を通過する１つ又は複数のストラップにより、例えばベルクロ（登録商
標）を用いて、定位置に固定される。また、１つ又は複数の介入デバイス（例えば、介入
デバイス６００）は、デバイス挿入ポート２３０に挿入され、且つそこを通過して、対象
者の組織内へと入る。いくつかの実施形態において、プロセッサ１１２は、介入デバイス
がデバイス挿入ポート２３０を通過して介入手技のために対象者の身体内の目標とする場
所に到達することを可能にする配向又は位置合わせを決定する。その場合、介入デバイス
がデバイス挿入ポート２３０に挿入される前又は最中、介入デバイスは、目標とする場所
と位置合わせされるか又はそれに対して配向される。そのような配向又は位置合わせのた
めのデバイス及び方法の実施形態は、以下により詳細に説明される。
【００５９】
　動作７２０では、音響撮像機１１０のプロセッサ１１２が、ユーザインターフェース１
１４及び／又はメモリに記憶されているプログラム命令を介して受信されたユーザインタ
ラクションに応答して、音響プローブ２００の音響変換器素子１２２の少なくともいくつ
かに信号を送信する。
【００６０】
　動作７３０では、音響撮像機１１０から受信した信号に応答して、音響プローブ２００
の音響変換器素子１２２が、音響プローブビームを形成し、その音響プローブビームを、
関心領域、例えば、介入手技が実施される予定の人体内の領域へ送信する。
【００６１】
　動作７４０では、音響プローブ２００の音響変換器素子１２２の一部又はすべてが、音
響プローブ信号に応答して関心領域から音響エコーを受信する。音響エコーに応答して、
音響プローブ２００は、１つ又は複数の信号を音響撮像機１１０のプロセッサ１１２に送
信する。
【００６２】
　動作７５０では、音響撮像機１１０が、受信器インターフェース１１８において、音響
プローブ２００のデバイス挿入ポート２３０を通過する介入デバイス（例えば、介入デバ
イス６００）の遠位端に設けられた音響受信器（例えば、音響受信器６１０）からフィー
ドバック信号を受信する。
【００６３】
　動作７６０では、音響撮像機１１０、及び特にプロセッサ１１２が、音響受信器６１０
からのフィードバック信号を使用して、関心領域から音響プローブ２００によって受信さ
れる音響エコーに対して、音響受信器、及び故に介入デバイス６００の先端の場所をレジ
ストレーションする。即ち、音響撮像機１１０は、フィードバック信号から介入デバイス
６００の先端の位置を決定するため、結果として、音響撮像機１１０は、この先端を追跡
し、故に音響撮像機１１０は、この先端の周りの小さい領域のみを撮像する。言い換える
と、音響撮像機は、関心領域に対する介入デバイスの相対位置を追跡するように配置され
る。いくつかの実施形態において、追跡プロトコルは、介入デバイス６００の先端の予測
位置に基づいて最適化される。例えば、音響受信器６１０の指向性プロファイルに基づい
て音響受信器６１０に対する最大信号を確実にするために、変換器素子２２２のサブセッ
トのみが、音響受信器６１０に高周波の音波を当てるために選択される。これは、追跡感
度及びＳＮＲを増大することを助ける。
【００６４】
　動作７７０では、音響撮像機１１０、及び特にプロセッサ１１２が、関心領域からの受
信した音響エコーに応答して音響プローブ２００から受信した１つ又は複数の信号に応答



(13) JP 2019-500144 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

して関心領域の音響画像を生成する。介入デバイスの場所を含むこれらの音響画像は、撮
像されている関心領域において医師によって実施されている介入手技をガイドするために
ディスプレイ１１６上で医師に表示される。
【００６５】
　動作７８０では、音響撮像機１１０、及び特にプロセッサ１１２が、音響エコーに対す
る音響受信器６１０の場所のレジストレーションを使用して、音響画像内の収差アーチフ
ァクトを軽減する。
【００６６】
　本発明の好ましい態様によると、音響撮像機１１０は、音響プローブの活性アパーチャ
の最適化方法１３００を実装するように、即ち、動作７６０の状況において上述されたよ
うに音響受信器６１０の指向性プロファイルに基づいて音響受信器６１０に対する最大信
号を確実にするために、音響受信器６１０に高周波の音波を当てるために変換器素子２２
２のサブセットを選択するように構成される。そのような最適化方法１３００の実施形態
例のフローチャートは、図１３に概略的に描写される。方法１３００は、音響撮像機１１
０、典型的にはプロセッサ１１２が、動作７６０において詳細に上述されたように音響受
信器６１０の位置を計算する動作１３０１から始まる。この計算された位置は、以下によ
り詳細に説明されるように、音響信号をこの位置に集束するために音響撮像機１１０によ
って使用される。
【００６７】
　動作１３０３では、音響撮像機１１０が、活性アパーチャの直径を画定し、これは、動
作１３０３が初めて実施される場合は、活性アパーチャ直径をデフォルト値に設定するこ
とと同等である。例えば、音響プローブ２００が１０ｃｍ直径の最大活性音響アパーチャ
を有する場合、活性音響アパーチャの初期直径は、３ｃｍに設定され、動作１３０５にお
いて、例えば音響プローブ２００のデバイス挿入ポート２３０を中心にした初期位置に位
置付けられる。活性音響アパーチャに関して「直径」について言及される場合、これは必
ずしも円形アパーチャに限定されないということに留意されたい。選択された活性アパー
チャが、正方形などの多角形を有することも同等に実現可能であり、この場合、直径とは
そのような形状の主となる対角線を指す。
【００６８】
　さらに、活性音響アパーチャのサイズ及び位置の選択は、選択の音響変換器素子２２２
が音響プローブ信号を関心領域へ送信させるため、即ち、選択の音響変換器素子２２２が
、動作１３０１において決定されたように、音響プローブ信号を音響受信器６１０の位置
に集束させるため、音響撮像機１１０が送信信号を選択の音響変換器素子２２２に提供す
ることに相当するということが理解される。音響変換器素子２２２のこの選択が活性音響
アパーチャを画定し、また、直径の変化及び／又は位置の変化に関する活性音響アパーチ
ャに対する調整は、活性音響アパーチャを形成するために選択される音響変換器素子の変
化に相当するということが理解される。これは、選択された複数の音響変換器素子２２２
（明瞭性のためだけに図１４には図示されない）で形成される活性音響アパーチャ２２５
を有する音響プローブ２００を概略的に描写する図１４の助けを借りてさらに説明される
。
【００６９】
　非限定的な例として活性音響アパーチャ２２５がデバイス挿入ポート２３０を中心とす
る状況Ａによってここでは概略的に描写される、動作１３０５において活性音響アパーチ
ャ２２５の初期位置を画定する際、音響撮像機１１０は、例えば、焦点のすぐ近くにある
いくつかの点をサンプリングすることによってシステムの点広がり関数を測定することに
より焦点の質の指標を得るために、音響変換器素子の選択に、音響プローブ信号を音響受
信器６１０の方向に送信させる、例えば、音響プローブ信号を音響受信器６１０の小さい
周囲領域上に又はそれにわたって集束させるように、活性音響アパーチャ２２５を画定す
る音響変換器素子２２２を制御する。音響受信器位置が固定される場合、これは、体系的
なビームステアリング又は音響アパーチャ２２５の並進移動に関与する複数の超音波送信
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イベントによって達成される。代替的に、音響アパーチャ２２５は、音響受信器６１０に
集束され、音響信号が受信される時間分が決定される。送信パルス長よりはるかに長い時
間窓は、増大された収差を示す。
【００７０】
　動作１３０７では、フィードバック信号が、音響撮像機１１０によって受信され、この
フィードバック信号は、音響受信器６１０に由来し、動作１３０５において生成されるよ
うな選択された活性音響アパーチャ２２５を画定する音響変換器素子２２２を用いて音響
受信器６１０に向けられた音響プローブ信号に対する応答信号である。
【００７１】
　音響撮像機１１０は、動作１３０７において、フィードバック信号の品質指標を決定し
、この品質指標は、いくつかの実施形態においては、活性音響アパーチャ２２５を画定す
る音響変換器素子２２２の選択によって音響受信器６１０に向けられる送信信号の焦点の
質の決定である。そのような焦点の質は、当業者にはそれ自体がよく知られた任意の好適
なメトリックを使用して決定される。音響撮像機１１０によって採用されるメトリックは
、音響プローブ２００が使用される臨床アプリケーションによって異なる。例えば、サイ
ドローブエネルギーを最小限にすることが例えば小さい低エコー特徴物が対象であるので
望ましいシナリオにおいては、主ローブの規定を最大限にすることが例えば小さい高エコ
ー特徴物が解像される必要があるので望ましいシナリオと比較して、異なるメトリックが
使用されてもよい。
【００７２】
　続く動作１３０９は、任意選択的な動作であり、例えばこれは、図１４の状況Ｂによっ
て概略的に描写されるように、選択された直径を有する活性音響アパーチャ２２５が音響
変換器素子２２２を担持する表面２１４を横切る１つ又は複数の方向に並進移動される場
合に採用され、これは、活性音響アパーチャ２２５をこの表面上に再位置付けするために
、即ち、音響変換器素子２２２の異なるセットを選択することによってこの新しい場所内
に活性音響アパーチャ２２５を画定するために行われる。したがって、この動作は、介入
デバイス６００の音響受信器６１０により決定されるような、介入デバイス６００に対す
る活性音響アパーチャ２２５の最適な場所を見つけるために使用される。具体的には、動
作１３０９において、すべての事前に規定されたテストされるべき場所がテストされたか
どうかがチェックされる。これが当てはまらない場合、方法１３００は、動作１３０５へ
と戻り、ここで活性アパーチャ位置は、位置調整アルゴリズム又はスケジュールに従って
再規定され、その後、この調整された活性音響アパーチャ２２５のためのフィードバック
信号の品質指標が決定される。これは、活性音響アパーチャ２２５のすべての位置又は場
所がこの様式で調査されるまで繰り返される。これは、軸１４００に沿った活性音響アパ
ーチャ２２５の再位置付けを描写する状況Ｂ及びＢ’によって図１４に概略的に描写され
る。例えば、活性音響アパーチャ２２５は、一定の距離範囲にわたる一定の段階増分、例
えば活性音響アパーチャ２２５の初期位置の両側において１０ｍｍ範囲にわたる０．４ｍ
ｍ増分を使用して体系的に再位置付けされ、それにより合計５１の測定点をもたらす。
【００７３】
　当業者によって理解されるように、上の例において、デバイス挿入ポート２３０を中心
とする活性音響アパーチャ２２５の初期位置付けは、活性音響アパーチャ２２５の初期位
置が軸１４００上の任意の好適な場所内で選択されるため、単に非限定的な例にすぎない
。さらに、活性音響アパーチャ２２５の理想の位置の調査は、単一方向における活性音響
アパーチャ２２５の体系的再位置付けに限定されず、複数の方向、例えば軸１４００に垂
直の第２の方向におけるこの位置の体系的変化が同等に採用されるということに留意され
たい。
【００７４】
　追加的に、又は、代替的に、活性音響アパーチャ２２５は、電子ビームステアリングを
使用して音響受信器６１０に対して再位置付けされるため、その結果、音響変換器素子２
２２の単一の選択により、音響受信器６１０を用いた複数の（焦点の）品質測定が実施さ
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れ、各品質測定が特定のビームステアリング角（又はビームステアリング角の範囲）に対
応している。この場合、この特定のビームステアリング角（又は角度の範囲）は、音響受
信器６１０に対する活性音響アパーチャ２２５の最適な位置付けを得るために体系的に変
動される。この様式では、器具追跡能力が最適化される。
【００７５】
　動作１３１１では、活性音響アパーチャ２２５のすべての直径は、この直径が体系的に
変動される場合に備えて調査されたかどうかがチェックされる。例えば、音響変換器素子
２２２の合計数によって画定されるようなおよそ１０ｃｍの固有の活性音響アパーチャを
有する音響プローブ２００の場合、活性音響アパーチャ２２５の有効直径、即ち、活性音
響アパーチャ２２５が最適な音響性能を呈する直径は、図１４において状況Ａ’によって
概略的に描写されるように、この較正方法１３００においてこの直径のサイズを体系的に
変化させることによって見つけられる。例えばこれは、直径のサイズを一定増分を使用し
て初期値から体系的に増加又は減少させることによって行われる。非限定的な例として、
上の音響プローブ２００の場合、初期直径サイズ値は、３ｃｍに設定され、直径が１０ｃ
ｍのサイズに到達するまで１ｃｍごとに体系的に増分される。動作１３１１において、ま
だすべての直径が調査されていないことが分かった場合、方法１３００は、動作１３０３
へと戻り、ここで活性音響アパーチャ２２５の直径はそれに従って調整され、その後、音
響受信器６１０からのフィードバック信号を使用した上述された音響品質測定が、調整さ
れた直径を有する活性音響アパーチャ２２５について実施される。
【００７６】
　すべての所望の音響品質測定値が収集されると、例えば、メモリなどのデータストレー
ジデバイスに記憶されると、方法１３００は動作１３１３へと進む。動作１３１３では、
最適な音響性能を有する活性音響アパーチャ２２５のサイズ及び／又は位置が、収集され
た音響品質測定値から決定され、その後、方法１３００は動作１３１５へと進む。動作１
３１５では、その場の介入デバイス６００を用いた関心領域の撮像は、音響撮像機１１０
によって実施される。音響撮像機１１０は、好ましい選択の音響変換器素子２２２に、さ
らなる信号を送信させるように、音響プローブ２００を動作させる。即ち、さらなる信号
を好ましい選択の音響変換器素子２２２が、さらなる音響プローブ信号を関心領域へ送信
し、前記さらなる音響プローブ信号に応答して関心領域から音響プローブ２００によって
受信される音響エコーから関心領域の音響画像を生成するような最適な活性音響アパーチ
ャ２２５を、選択の音響変換器素子２２２が画定するように、音響撮像機１１０は構成さ
れる。これは、介入デバイス６００が関心領域内に再位置付けされるまで繰り返され、そ
れは動作１３１７においてチェックされる。そのような再位置付けの際、最適な活性音響
アパーチャ２２５は、このアパーチャが関心領域内への介入デバイス６００の位置（例え
ば挿入の深さ）の関数であるため、再計算される必要がある。その結果、そのような再位
置付けの際、方法１３００は動作１３０１へと戻って、介入デバイス６００の新しい位置
について最適な活性音響アパーチャ２２５を決定する。
【００７７】
　現段階で、アパーチャ較正方法１３００の上述された実施形態は、単なる実施形態であ
るということに留意されたい。例えば、活性音響アパーチャ２２５のサイズのみを最適化
すること、又は活性音響アパーチャ２２５の位置のみを最適化することは、例えば、変換
器アレイ上の位置の範囲に沿って一定のサイズを有する活性音響アパーチャ２２５を移動
させることによって同等に実現可能である。
【００７８】
　さらには、活性音響アパーチャ２２５を、孤立して、又は活性音響アパーチャ２２５の
サイズ変更と組み合わせて、再位置付けすることは、１つ又は複数の軸１４００に沿った
活性音響アパーチャ２２５の体系的な再位置付けに限定されない。そのような再位置付け
は、任意の好適な様式で達成される。例えば、活性音響アパーチャ２２５は、デカルト格
子を得るために、又はデバイス挿入ポート６３０の周りに同心円を形成するために、又は
音響受信器６１０の周りの焦点に関して同心円を形成するために、体系的な様式で再位置
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付けされる。別の実施形態において、合成アパーチャ技術が採用され、ここでは音響変換
器素子２２２のアレイは、複数のサブアパーチャに分割され、各サブアパーチャ２２５に
ついて、音響受信器６１０を囲む領域にわたってサブアパーチャ２２５の音響信号をスラ
イド又はステアリングすることによって、音響性能が、例えば焦点の質に関して、決定さ
れる。この様式では、実績の高いサブアパーチャ２２５が特定され、その後、方法１３０
０は、このようにして特定されたサブアパーチャ２２５を、隣接したサブアパーチャでそ
れらをクラスタリングすることによってサイズ変更する。この様式では、アパーチャサイ
ズの範囲が評価され、そこから最も実績の高いアパーチャが上述されたように選択される
。
【００７９】
　さらに、方法１３００の実施形態は、音響信号を音響受信器６１０に集束するための活
性音響アパーチャ２２５のサイズ及び／又は位置の体系的変化に限定されない。関心領域
内の限られた深さ範囲にわたってそのような活性音響アパーチャ２２５を用いて生成され
た送信焦点を移動させて、関心領域内の介入デバイス６００の特定の位置について音響プ
ローブ２００の最適な活性音響アパーチャ２２５の体系的な評価をさらに拡大することが
同等に実現可能である。
【００８０】
　上記されたように、音響撮像システム及び方法の１つの望ましい属性は、音響プローブ
のハンズフリー動作である。特に、低侵襲手術手技において超音波撮像を使用して１つ又
は複数の介入デバイス（例えば、手術ツール）をガイドするとき、医師／外科医に加えて
音波検査者が必要とされないように、音響プローブのハンズフリー動作が望まれる。しか
しながら、手技の最中、所望の場所に介入デバイスを保持している外科医が、介入デバイ
スの位置を乱すことなく異なるタスクを行うために自分の手を使用することを求める又は
必要とする瞬間が存在する。これは、例えば、第２の介入デバイスの位置を操作すること
、撮像機の設定を操作すること、又はガイドワイヤを挿入することに関与し得る。
【００８１】
　この目的のため、図８は、音響プローブ（例えば、音響プローブ２００）のデバイス挿
入ポート（例えば、デバイス挿入ポート２３０）のための器具ガイド８００の実施形態例
を例証する。
【００８２】
　図９は、音響プローブ２００、デバイス挿入ポート２３０内に設けられた器具ガイド８
００、及び器具ガイド８００を通過するように設けられた介入デバイス３００の配置９０
０の実施形態例を例証する。音響プローブ４００及び５００、並びに１つ又は複数のデバ
イス挿入ポートの異なる構成を有する他の音響プローブについて、同様の配置が提供され
得るということを理解されたい。器具ガイド８００は、音響プローブ２００と一体化され
、したがって、音響プローブの部分であると見なされるか、又はデバイス挿入ポート２３
０内に取り外し可能に挿入される別個の要素であるということも理解されたい。
【００８３】
　器具ガイド８００は、介入デバイス３００が通過するための円筒孔８２３を有するボー
ル構造体８２０と、ボール構造体８２０を少なくとも部分的に囲む自在クランプ８１０と
を備える。クランプ８１０は、球状の内部表面を有し、デバイス挿入ポート２３０の内部
表面に装着される。
【００８４】
　いくつかのバージョンにおいて、円筒孔８２３は、少なくとも約１．５ｍｍの直径を有
する介入デバイス３００がそこを通過することを可能にする直径を有する。ボール構造体
８２０は、複数のより大きな半軟質の変形可能なセグメント８２２、及びより小さい剛性
のセグメント８２４を含む。いくつかのバージョンにおいて、セグメント８２２は多孔性
のテフロン（登録商標）製であり、セグメント８２４はステンレス鋼製である。有益には
、自在クランプ８１０は、球状の内側表面を有し、十分な遊びをもった嵌めにより、ボー
ル構造体８２０は自由に回転し、介入デバイス３００は器具ガイド８００内外を自由にス
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ライドする。
【００８５】
　動作中、介入デバイス３００が係止ユニットによって係止モードに入り、介入デバイス
３００が係止されて定位置に（固定位置に）しっかりと保持されるまで、器具ガイド８０
０は、そこに挿入される介入デバイス３００の自由な動きを可能にする。より具体的には
、自在クランプ３１０が緩められると、ボール構造体８２０は自在クランプ８１０内を自
由に回転することができ、器具ガイド８００内での介入デバイス３００の挿入の深さが調
整される。しかしながら、自在クランプ８１０が締められると、ボール構造体８２０は、
自在クランプ８１０内で動けなくなり、器具ガイド８００内での介入デバイス３００の挿
入の深さが係止される。
【００８６】
　器具ガイド８００内で介入デバイス３００を係止するため、自在クランプ８１０は、貫
通孔８１２が位置する突出末端から締め付けられる。様々な実施形態において、これは、
例えば、ナット／ボルト構造体、自転車ケーブルとともに用いられるものと同様の機構、
電磁アクチュエータなどによって達成される。自在クランプ８１０が締め付けられると、
自在クランプ８１０はボール構造体８２０を定位置に係止し、また、セグメント８２４を
介入デバイス３００に押し付けて挿入の深さを係止する。
【００８７】
　いくつかの実施形態において、自在クランプ８１０を選択的に締めたり緩めたりして器
具ガイド８００を係止及び係止解除するために、ユーザ（例えば、医師／外科医）によっ
てフットペダルが用いられる。他の実施形態において、音響撮像機１１０は、ユーザから
の音声命令に応答して、自在クランプ８１０を選択的に締めたり緩めたりして器具ガイド
８００を係止及び係止解除する。依然として他の実施形態において、自在クランプ８１０
の係止は、特定の重要な領域内で介入デバイスを係止することを避けるために、音響（超
音波）スキャナによって開始される。
【００８８】
　器具ガイド及び器具ガイドを含む音響プローブの多くの変形形態及び異なる実施形態が
可能である。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、器具ガイド内の孔の形状及び／又は寸法は、挿入予定の
特定の介入デバイスの形状及び／又は寸法に適合される。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、器具ガイドは、それを電磁石で磁化することによって定
位置に固定される。
【００９１】
　いくつかの実施形態において、音響プローブは、複数の器具ポートを有し、器具ポート
の一部又はすべてが器具ガイドを備える。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、器具ガイドは、手術環境において無菌状態を維持するの
を助けるために、使い捨てのボール構造体を含む。
【００９３】
　いくつかの実施形態において、器具ガイドは、介入デバイスが挿入される器具ガイド内
の孔の配向又は方向の、及び孔内に挿入される介入デバイスの、別個の独立した係止を提
供するように構成される。
【００９４】
　音響プローブのデバイス挿入ポート内の器具ガイド内に挿入される介入デバイスを挿入
するとき、介入デバイスが音響画像内の特定の解剖学的な目標とする場所に到達するため
に必要とされる正しい配向又は角度を決定することは困難である。
【００９５】
　したがって、以下に説明されるのは、デバイス挿入ポートと、音響撮像機と通信して介
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入デバイスの最適な挿入配向を自動的に決定することができる符号化され且つ調整可能な
器具ガイドとを含むシステム及び音響プローブ、並びに、器具ガイドの配向を自動的に又
は手動で最適化し、結果として、その配向で器具ガイドを介して挿入される介入デバイス
が音響画像内のユーザ定義された目標とする解剖学的場所と交差するようにするための方
法である。これにより、繰り返されるデバイス挿入の発生率を低減することができ、した
がって対象者に対する外傷を低減し、臨床ワークフローを改善し、より正確な介入を可能
にする。
【００９６】
　図１０は、介入デバイス先端を対象者において音響撮像されている関心領域内の所望の
目標とする場所に位置付けるために音響プローブのデバイス挿入ポート内に設けられる器
具ガイドを配向する動作例を例証する。具体的な説明を提供するため、図１のシステム１
００、並びに、音響プローブ２００、器具ガイド８００、及びジョイスティック１０１０
の組合せである配置１０００に関して言及する。しかしながら、一般に、本動作は、配置
１０００と異なる構成及び音響プローブ２００と異なる構成（例えば、音響プローブ４０
０及び５００）を有する配置によって実施されてもよいということを理解されたい。
【００９７】
　図１０は、音響撮像平面５０と、器具ガイド８００を所望の配向へと動かすために使用
されるジョイスティック１０１０とを示し、この所望の配向は、介入デバイスの先端を目
標とする場所１５に置くために音響撮像機１１０のプロセッサ１１２によって計算された
ものである。
【００９８】
　動作中、音響プローブ１０００が介入手技の対象者上に満足に位置付けられると、臨床
医／外科医は、例えば、ユーザインターフェース１１４及びディスプレイ１１８を介して
、超音波画像上で、点をクリックするか、又は目標とする場所若しくは領域を描くことに
よって、音響画像平面５０の関心領域内の目標とする場所１５を規定する。次いで、プロ
セッサ１１２が、音響スキャナから目標とする場所１５を検索する。器具ガイド８００が
、音響プローブ２００の音響変換器素子２２２のアレイに取り付けられている、ひいては
それにレジストレーションされているため、プロセッサ１１２は、介入デバイス３００が
目標とする領域１５に到達することを可能にするのに必要な器具ガイド８００の配向を自
動的に計算する。
【００９９】
　いくつかの実施形態において、器具ガイド８００の配向は、器具ガイド８００を備えた
エンコーダによって規定される。
【０１００】
　エンコーダの一実施形態において、ボール構造体８２０は、その上に固有の空間的に変
化する光学パターンが提供（例えば、塗装）され、この光学パターンは、自在クランプ８
１０に埋め込まれた高解像度小型カメラを使用して読み出される。そのようなパターンは
、例えば、経度及び緯度の座標に応じた線厚を有する緯度線及び経度線の格子である。さ
らなる区別のため、経度線はまた、緯度線とは異なる色を有する。そのような配置は、ボ
ール構造体８２０を移動させるための３つの自由度（即ち、チップ／チルト／回転）を提
供する。その場合、プロセッサ１１２は、器具ガイド８００の所望の配向及び関連するエ
ンコーダ値を計算し、実際のエンコーダ値を計算されたエンコーダ値と比較することによ
って、フィードバックを介して計算された配向を有するように器具ガイド８００を自動的
に動かす。いくつかの実施形態において、これは、介入デバイスが器具ガイド８００から
導入される前に行われる。プロセッサ１１２と器具ガイド８００との間の電子通信は、プ
ローブケーブル２０５に含まれ得る有線接続を使用して有効にされる。器具ガイド８００
が所望の配向に調整されると、介入デバイスが必要に応じて挿入される。
【０１０１】
　いくつかの実施形態は、対象者内の目標とする場所１５において介入デバイスを挿入す
るプロセスのために追加の符号化を利用する。例えば、いくつかの実施形態において、介
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入デバイスは、１つ又は複数の長さマーカ、並びに長さ概算及び介入デバイスの係止のた
めの小さい溝を有する。これらの長さマーカ及び／又は小さい溝に基づく長さ及び角度測
定値は、介入デバイスの配向及び位置を概算するために使用される。
【０１０２】
　別の実施形態において、プロセッサ１１２は、器具ガイド８００の所望の配向及び関連
するエンコーダ値を計算し、ユーザが器具ガイド８００を手動で動かして（例えば、ジョ
イスティック１０１０により）、計算されたエンコーダ値に一致させる。
【０１０３】
　器具ガイド８００の手動調整を助けるため、ジョイスティック１０１０は、一時的に器
具ガイド８００に取り付けられる。配向／調整プロセスが完了すると、ジョイスティック
１０１０を取り外して、介入デバイスと交換することができる。別の実施形態において、
ジョイスティック１０１０は中空の側溝を有し、そこを通って介入デバイスが挿入され、
これによりジョイスティック１０１０を取り外す必要なく介入手技が実施されることを可
能にする。代替的に、ジョイスティック１０１０は、位置合わせされた配向で器具ガイド
８００に恒久的に取り付けられるが、介入デバイスの挿入を可能にするために介入デバイ
スの挿入点に対してわずかに並進移動される。
【０１０４】
　器具ガイド８００の手動調整の最中、投影された器具経路２５は、ディスプレイデバイ
ス１１８上に表示され、ユーザがこれを器具ガイド８００を正しく位置合わせするための
フィードバックとして使用することができるように継続的に更新される。いくつかの場合
において、要求される調整が画像平面５０外である場合、画像ベースのフィードバックの
みを使用して器具ガイド８００を位置合わせすることは不可能である。
【０１０５】
　面外の調整を助けるため、図１１は、デバイス挿入ポート２３０を有する音響プローブ
１１００、及びデバイス挿入ポート２３０内に設けられる器具ガイド８００のさらに別の
実施形態例を例証する。デバイス挿入ポート２３０を囲む、音響プローブ１１００の基板
２１０の上面は、異なる色の光素子（例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ））１１００の３
つの円形の同心円状の輪と合致する。例えば、いくつかの実施形態において、ＬＥＤの最
も内側の輪１１１２は黄色であり、真ん中の輪１１４は緑色であり、最も外側の輪１１１
６は赤色である。これらのＬＥＤ光は、ユーザが器具ガイド８００をデバイス挿入ポート
２３０内の所望の配向へ動かす間、ガイダンスとしての役割を果たす。いくつかの実施形
態において、任意の所与の時間において、ユーザが器具ガイド８００を動かすべき方向を
示すために１つのみのＬＥＤが照明される。
【０１０６】
　図１２は、介入デバイス先端を所望の場所１５に位置付けるために音響プローブ１１０
０のデバイス挿入ポート２３０内に設けられる器具ガイド８００を配向しながらユーザフ
ィードバックを提供するプロセスを例証する。
【０１０７】
　プロセッサ１１２が器具ガイド８００のためのエンコーダ値を計算すると、適切な配向
を示すためのＬＥＤが以下のように有効化される。まず、決定された方向における最も内
側の輪１１１２の黄色のＬＥＤが有効化されて、器具ガイド８００がその方向に枢動され
る必要があることをユーザに示す。ユーザがプロセッサ１１２によって決定されるような
正しい量だけ器具ガイド８００を枢動させると、最も内側の輪１１１２の黄色のＬＥＤは
無効化され、真ん中の輪１１１４の緑色のＬＥＤが有効化され、器具ガイド８００がプロ
セッサ１１２によって決定されるような最適な配向にあることを示す。ユーザが目標を飛
び越えて器具ガイド８００を枢動させ過ぎた場合、真ん中の輪１１１４の緑色のＬＥＤは
無効化され、最も外側の輪１１１６の赤色のＬＥＤが有効化され、ユーザが器具ガイド８
００を枢動させ過ぎたことを示す。任意選択的に、この段階で、正反対の場所にある黄色
のＬＥＤも有効化され、最適な配向に到達するためにはユーザがここで器具ガイド８００
を正反対の方向に枢動させて戻す必要があることを示す。
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【０１０８】
　プロセッサ１１２による器具ガイド８００の自動配向の場合と同様に、器具ガイド８０
０が所望の配向に調整されると、器具ガイド８００は上記のように所望の配向にしっかり
と保持され、介入デバイスが必要に応じて挿入される。
【０１０９】
　いくつかの実施形態において、図１２に関する上記のＬＥＤベースのワークフローは、
器具ガイド８００の配向の粗調整のために使用され、現在のエンコーダ値（及び所望の最
適なエンコーダ値）も、必要な場合、ユーザが器具ガイド８００の配向のさらなる微調整
を行うことを可能にするために、ディスプレイ１１８に表示される。いくつかの実施形態
において、音響撮像機１１０は、器具ガイド８００の最適な配向に到達したことを示すた
めに音声フィードバック（例えば、ビープ音）をユーザに提供する。
【０１１０】
　器具ガイド８００を含むデバイス挿入ポートの形状に応じて、器具ガイド８００は、デ
バイス挿入ポートから挿入される介入デバイスを動かすための利用可能な異なる自由度（
ＤＯＦ）により複数のやり方で調整される。
【０１１１】
　例えば、デバイス挿入ポート（例えば、デバイス挿入ポート２３０）内で、器具ガイド
８００のチップ又はチルト（ピッチ及びヨー）のみを行うことができ、並進移動が可能で
ない実施形態においては、介入デバイスを動かすための４つのＤＯＦが存在する。
【０１１２】
　器具ガイド８００を１つの軸（例えば、デバイス挿入ポート４３０又は５３９）に沿っ
て並進移動させることができる他の実施形態においては、介入デバイスを動かすための５
つのＤＯＦが存在する。
【０１１３】
　器具ガイド８００を２つの垂直軸（例えば、デバイス挿入ポートがＸ形状のスリット又
はスロットである）に沿って並進移動させることができるさらに他の実施形態においては
、介入デバイスを動かすための６つのＤＯＦが存在する。
【０１１４】
　いくつかの実施形態において、挿入経路２５に沿った介入デバイスの追跡は、音響（例
えば、超音波）追跡（その場追跡）を使用して達成することができる。その場追跡では、
介入デバイスのシャフト上の１つ又は複数の音響センサが音響画像内で追跡される。器具
ガイド上のエンコーダを使用して、例えば上記の長さマーカを使用して、器具ガイド内の
介入デバイスの挿入の程度も定量化することができる。この方法は、介入デバイスのいか
なる湾曲も考慮しないが、介入デバイスの先端の位置の良好な初期概算として役に立ち、
後でその場追跡などの他の追跡方法によって利用されてもよい。
【０１１５】
　好ましい実施形態が本明細書に詳細に開示されるが、本発明の概念及び範囲内に留まる
多くの変形形態が可能である。そのような変形形態は、本文書における明細書、図面、及
び特許請求の範囲の精査後に当業者には明白になる。したがって、本発明は、添付の特許
請求の範囲内を除いて制限されないものとする。
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